
逗子市消防本部・署「＠yobou_zushi」エックスアカウント 運用ポリシー 

 

「＠yobou_zushi」は逗子市消防本部・署が運営するエックスアカウントです。このアカウントは、次の方

針により運営しております。本ページの利用に当たっては、次の事項に同意のうえ、ご利用ください。   

 

１ 目的   

逗子市消防本部・署では、消防業務に関する情報を、市⺠の皆さまに広くご提供させていただくため、 

当アカウントを開設いたしました。 

２ 掲載内容   

本市が開催するイベントのほか、火災予防などについてお知らせしていきます。 

３ リプライ、リポスト、フォローについて   

原則として、情報発信のみを行い、フォローやリポストは行いません。また、リプライ、リポスト等 

による本アカウントに対するご意見等の投稿に対して、個別の回答は行っておりません。 

あらかじめ、ご了承ください。  

４ 知的財産権 

本ページに掲載している個々の情報（文章、写真、映像、イラストなど）に関する知的財産権（商標

権、著作権等の全ての権利）の内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認め

られた場合を除き、本市に無断で複製、転用することはできません。   

５ 管理業務の対応時間   

原則として、祝日等の閉庁日をのぞく月曜日から金曜日の午前８時 30分から午後５時までとします。   

６ 免責事項   

⑴ 本ページの掲載情報の正確性、完全性、有用性等を完全に保証するものではありません。   

⑵ ユーザーが本ページの掲載情報を利用または信用したことにより、ユーザーまたは第三者が被った 

損害について、いかなる場合でも一切の責任を負いません。  

⑶ ユーザーにより投稿されたコンテンツについて一切の責任を負いません。 

⑷ ユーザー間、もしくはユーザーと第三者間のトラブルによってユーザーまたは第三者に生じたいか 

なる損害について、一切の責任を負いません。   

⑸ その他、本ページに関連する事項に起因または関連して生じたいかなる損害について、一切の責任 

を負いません。   

⑹ 本運用ポリシーは、予告なく変更する場合があります。   

  

【お問い合わせ】 

逗子市消防本部 消防総務課 電話：０４６−８７１−４３２５  メール fire@city.zushi.lg.jp 

        消防予防課 電話：０４６−８７１−４３２６  メール yobou@city.zushi.lg.jp 

逗子市消防署  警備第一課・第二課 

電話：０４６−８７１−０１１９  メール honsho@city.zushi.lg.jp 

ＦＡＸ：０４６−８７２−４３３０ 

          小坪分署    電話：０４６７−２５−４５０５ メール kotubob@city.zushi.lg.jp 

                   北分署   電話：０４６−８７３−６７４６ メール kitab@city.zushi.lg.jp 
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